
 

熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第３３回） 

日 時：令和３年７月３０日（金）１６：３０～ 

場 所：知事応接室 

 

次  第 

 

１ 開  会 

 

２ 本部長訓示 

 

３ 議  事 

（１）感染拡大に伴う県の対応について        資料１ 

（２）時短要請に伴う協力金の概要について      資料２ 

（３）その他 

 



医療提供体制等の負荷 感染の状況 早期探知指標

①医療の逼迫具合 ②療養者数 ③検査陽性率 ④新規
陽性者数

⑤感染経路
不明割合

新規陽性者数の
前週今週比

前週今週比が 1.0
を超える状況が継
続する場合には注
意が必要

入院医療 重症者用病床 県内全検査

確保病床使用率 入院率※１ 確保病床使用率 週移動平均 週合計 直近一週間

ステージ４ 50%以上 25%以下 50%以上 524人以上 10%以上 437人以上 50%以上

ステージ３ 20%以上 40%以下 20%以上 349人以上 5%以上 262人以上 50%以上

ステージ２ 感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階

ステージ１ 医療提供体制に特段の支障がない段階

7月28日 15.9% 45.9% 0.0% 205人 5.1% 234人 83人(35.5%) 4.50

7月21日 6.0% 72.9% 0.0% 48人 1.6% 52人 18人(34.6%) 4.33

7月14日 3.6% 81.5% 1.8% 27人 0.4% 12人 6人(50.0%) 1.33

7月7日 3.5% 65.6% 1.8% 32人 0.3% 9人 5人(55.6%) 0.36

6月30日 8.1％ 79.0％ 8.9％ 62人 0.6％ 25人 5人(20.0%) 0.69

6月23日 10.9％ 77.1％ 16.1％ 83人 0.9％ 36人 13人(36.1%) 0.88

6月16日 15.4％ 80.5％ 16.1％ 113人 1.0% 41人 18人(43.9%) 0.58

感染拡大に伴う県の対応について

※感染経路不明割合は調査により変動する場合がある

７月２３日から２９日までの１週間の新規陽性者数３０６人、
７月３０日の病床使用率２２．６％（速報値）

国ステージ３の状況にあると判断
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令和３年７月３０日 熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局



各保健所ごとの10万人あたり陽性者数（7月23日～7月29日）

保健所名 新規陽性者数
人口10万人あたり

陽性者数

熊本市保健所 149 20.2

有明保健所 75 48.1

山鹿保健所 13 26.0

菊池保健所 23 12.4

阿蘇保健所 0 0.0

御船保健所 7 8.6

保健所名 新規陽性者数
人口10万人あたり

陽性者数

宇城保健所 19 18.3

八代保健所 17 12.6

水俣保健所 2 4.5

人吉保健所 0 0.0

天草保健所 1 0.9

合計 306 17.5

各保健所毎の10万人あたり陽性者数の7日間移動合計推移人
※グレーは熊本市保健所
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天草

熊本市、有明保健所管内に加え、山鹿、菊池、御船、宇城、八代保健所管内において感染が拡大している。
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【第５波】における感染状況に応じた主な要請等（予定）

感
染
状
況

県リスクレベル「５」 国ステージ「３」 国ステージ「４」 国ステージ「３」

県
民

事
業
者

そ
の
他

新規感染者数150人/週以上
かつ

病床使用率25%以上

新規感染者数262人/週以上
病床使用率20%以上 等

新規感染者数262人/週以上
病床使用率20%以上 等

新規感染者数437人/週以上
病床使用率50%以上 等

・全ての県外への不要不急(※1)の移動自粛
・県外在住の家族や親戚、友人等に対して、本県への帰省や旅行を控えるよう呼びかけ

・重症化リスクの高いは、
不要不急(※1)の外出自粛

県
外

集
客
施
設

熊本蔓延防止宣言 医療を守る行動強化期間

県
内

・緊急事態措置・まん延防止等重点
措置区域への不要不急の移動自粛

・日中も含めた不要不急(※1)の外出自粛(感染拡大地域(※2)においては、午後9時以降は徹底)

・路上・公園等での集団飲酒の自粛

飲
食
店

【認証店(※3)以外】
・午後9時まで時短
(酒LO午後8時30分)

【認証店(※3)以外】
・午後8時まで時短(酒LO午後7時)
【認証店(※3)】
・午後9時まで時短 (酒LO午後8時30分)

【認証店(※3)以外】
・午後8時まで時短

(酒LO午後7時)
【認証店(※3)】
・午後9時まで時短

(酒LO午後8時30分)

熊
本
市

熊
本
市
以
外

イ
ベ
ン
ト

・次の①②の小さい方
①収容率(大声無100%、有50%)
②5,000人又は収容定員の50%以内の大きい方

・上限5,000人、午後9時まで時短

学
校

イ
ベ
ン
ト

県
有
施
設

※１・・・医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、野外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く。
※２・・・熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町

及び氷川町とする。（R3.7.30時点）
※３・・・「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗(認証申請中の店舗を含む)。

・県宿泊助成事業の停止

・県有施設(図書館・美術館・装飾古墳館を除く)を基本的に休館(既に予約されているものを除く)

・課外活動等における対外活動の
制限を依頼

＊感染状況、国の動向等を踏まえ、
変更する可能性あり。

＊感染状況を踏まえ、必要に応じ、時短（認証店については、一定の優遇措置）

・次の①②の小さい方
①収容率(大声無100%、有50%)
②5,000人又は収容定員の50%
以内の大きい方

・県主催イベントの中止又は延期

・部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛の徹底を要請

酒類提供飲食店 全ての飲食店 全ての飲食店

≪措置区域以外≫
【認証店(※3)以外】

・午後8時まで時短(酒LO午後7時)
【認証店(※3)】

・午後9時まで時短(酒LO午後8時30分)

≪措置区域≫
【認証店(※3)以外】
・午後8時まで時短(酒類提供×)
【認証店(※3)】
・午後8時まで時短(酒類提供×)

【国のまん防適用】

・課外活動等における対外活動の制限
を依頼

・県宿泊助成事業の新規予約停止

R3.7.30改定

感染が下降傾向

にある場合には、

認証店(※3)では、

酒類提供(LO午後

7時)を可能とする

ことを検討

≪感染拡大地域(※2)≫
・午後9時までの時短を働きかけ

≪措置区域以外≫・午後9時までの時短を働きかけ

≪有明保健所管内≫
【認証店(※3)以外】
・午後9時まで時短
(酒LO午後8時30分)

≪感染拡大地域(※2)≫
【認証店(※3)以外】
・午後8時まで時短 (酒LO午後7時)
【認証店(※3)】
・午後9時まで時短 (酒LO午後8時30分)

≪措置区域≫・1,000㎡超の施設は午後8時まで時短
・1,000㎡以下の施設へ午後9時までの
時短を働きかけ

国にまん防要請
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リスクレベル５ 7月29日～7月30日 国ステージ３【熊本蔓延防止宣言】7月31日～8月22日

県民

県外移動
・全ての県外への不要不急の移動(※1)を控える
・県外から本県への帰省を控えるよう呼び掛け

・全ての県外への不要不急の移動(※1)を控える
・県外から本県への帰省を控えるよう呼び掛け

外出

・重症化リスクの高い方は不要不急の外出(※1)を控える ・日中も含めた不要不急の外出(※1)の自粛要請(感染が拡大している地域
(※2)は午後９時以降は徹底)
・路上・公園等での集団飲酒等の自粛要請

会食

・対策が講じられていない飲食店は利用しない
・４つのステップを遵守して
・会食はなるべく普段から一緒にいる人と、人数を絞って

・対策が講じられていない飲食店は利用しない
・４つのステップを遵守して
・会食はなるべく普段から一緒にいる人と、人数を絞って

飲食店
事業者

全県
・県が示す「感染防止対策チェックリスト」や業界団体が示す「業種別ガイ
ドライン」を参考にした感染防止対策の徹底

・県が示す「感染防止対策チェックリスト」や業界団体が示す「業種別ガイ
ドライン」を参考にした感染防止対策の徹底

熊本市

【認証店(※3)以外】
・酒類提供飲食店に対する午後９時までの営業時間の短縮要請
(酒類のラストオーダーは午後8時30分)

【認証店(※3)以外】
・全ての飲食店に対する午後８時までの営業時間の短縮要請
(酒類のラストオーダーは午後7時)

【認証店(※3)】
・全ての飲食店に対する午後９時までの営業時間の短縮要請
(酒類のラストオーダーは午後８時３０分)

熊本市
以外

【認証店(※3)以外(有明保健所管内に限る)】
・酒類提供飲食店に対する午後９時までの営業時間の短縮要請
(酒類のラストオーダーは午後8時30分)

【認証店(※3)以外(感染が拡大している地域(※2)に限る)】
・全ての飲食店に対する午後８時までの営業時間の短縮要請
(酒類のラストオーダーは午後7時)

【認証店(※3)(感染が拡大している地域(※2)に限る)】
・全ての飲食店に対する午後９時までの営業時間の短縮要請
(酒類のラストオーダーは午後８時３０分)

事業者

イベント

・次の①②の小さい方
①収容率(大声無100%、有50%)
②5,000人又は収容定員の50%以内の大きい方

・次の①②の小さい方
①収容率(大声無100%、有50%)
②5,000人又は収容定員の50%以内の大きい方

集客施設
・開館時間を午後９時までとする働きかけ(感染が拡大している地域(※2)に
限る)

その他

学校 ・課外活動等における対外活動の制限 ・部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛の徹底

宿泊助成
事業

・新規予約を停止 ・事業を停止

県有施設 ・基本的に休館（図書館・美術館・装飾古墳館は除く） ・基本的に休館（図書館・美術館・装飾古墳館は除く）

県主催
イベント

・中止又は延期 ・中止又は延期

※１ … 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く。
※２ … 熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、

山都町及び氷川町とする。（R3.7.30時点）
※３ … 熊本県飲食店感染防止対策認証制度の認証を受けた店舗（認証申請中の店舗を含む）。
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赤字：変更・追加する対策
青字：終了する対策

今回強化する対策の比較



飲食店に対する時短要請協力金の概要（案）

１ 要請期間

２ 対象区域

令和３年７月３１日（土）午後８時 ～ 令和３年８月２３日（月）午前５時

熊本市全域、有明保健所管内、山鹿保健所管内、菊池保健所管内、御船保健所管内、宇城保健所管内、
八代保健所管内

＜中小企業等（売上高方式）＞

＜大企業（売上高減少方式）＞※中小企業等も選択可

３ 対象者 午後８時以降も営業している飲食店等 約7,000店舗

４ 要請内容

営業時間を午後８時までに短縮（酒類提供のオーダーストップは午後７時まで）
ただし、熊本県感染防止対策認証店（認証申請中の店舗を含む）は営業時間を午後９時までに短縮（酒類提供
のオーダーストップは午後８時３０分まで）

５ 交付額

<協力金関係＞平日 9:00～17:00

コールセンター：096-333-2828

＜認証店関係＞平日 10:00～18:00

認証制度事務局：096-353-6330

県北地域、熊本市及びその周辺地域、八代地域の２２市町における飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴い、全面的に協力
いただいた事業者の方々（店舗ごと）に協力金を支給する。

［1日あたりの給付額］
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×4割

※上限額：20万円又は前年度もしくは前々年度の１日あたり売上高×３割の低い方

※

遅くとも８月３日（火）から要請に応じていただければ、その日以降の期間の協力金を支給します。※
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